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四
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七
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度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
に
て
提
示
さ

れ
た
財
務
省
主
計
局
作
成
「
社
会
保
障
」
と
題
す
る
資
料
の
内
容
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日
開
催
の
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
に
て
提

示
さ
れ
た
財
務
省
主
計
局
作
成
「
社
会
保
障
」
と
題
す
る
資
料
の
内
容
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

調
剤
薬
局
事
業
を
主
要
な
事
業
と
す
る
上
場
企
業
の
う
ち
有
価
証
券
報
告
書
上
の
売
上
高
が
高
い
四
社
（
以
下
「
各
社
」

と
い
う
。
）
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
各
社
の
個
々
の
経
営
状
況
を
審
議
の
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
各

社
の
名
称
の
公
表
は
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
に
よ
る
と
、
各
社
は
い
ず
れ
も
保
険
調
剤
事
業
の
ほ
か
に
、
例
え
ば
、
一
般
用
医
薬
品
販
売
事

業
等
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
資
料
は
、
調
剤
技
術
料
の
在
り
方
の
審
議
の
参
考
と
し
て
保
険
薬
局
の
一
般
的
な
経
営
状
況
を
お
示
し
し
た
も

の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
内
部
留
保
額
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
等
か
ら
得
ら
れ
る
公
表
可
能
な
デ
ー
タ
と
し
て
各
社

の
全
事
業
か
ら
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
内
部
留
保
額
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
資
料
は
、
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
た
第
十
九
回
医
療
経
済
実
態
調
査
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
公
表
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
り
、
各
社
の
収
益
に
は
、
保
険
調
剤
事
業
に
係
る
収
益
以
外
に
一
般
用
医
薬
品
及
び
化
粧
品
等
の
販
売
事
業
等

に
係
る
収
益
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日
の
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
に
お
い
て
は
、
調
剤
技
術
料
の
在
り
方
の
審
議

の
参
考
と
し
て
、
保
険
薬
局
の
収
益
状
況
及
び
投
資
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
い
わ
ゆ
る
内
部
留
保
の
状
況
を
お
示
し
し
た
も

の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
開
設
者
た
る
企
業
の
体
質
に
対
し
て
よ
り
強
く
指
導
で
き
る
仕
組
み
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
な

く
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
薬
局
に
対
し
て
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
が
、

保
険
薬
局
に
対
し
て
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
三
条
等
の
規
定
に
基
づ
く
療
養
の
給
付
に

二



関
す
る
指
導
が
実
施
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
資
料
は
、
調
剤
技
術
料
の
在
り
方
の
審
議
の
参
考
と
し
て
、
保
険
薬
局
の
収
益
状
況
等
に
つ
い
て
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
保
険
薬
局
に
営
利
事
業
を
禁
ず
る
こ
と
を
財
務
省
と
し
て
提
言
し
た
も
の
で
は
な
い
。

八
に
つ
い
て

薬
局
開
設
の
許
可
や
保
険
薬
局
の
指
定
に
関
し
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ

と
は
、
政
府
と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
。

三


